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町営緑ヶ丘住宅建替えに関するＰＦＩ導入可能性 

調査にあたってのアドバイザー募集要項 

 

 

１ 業務の概要 

（１）業 務 名  町営緑ヶ丘住宅建替えに関するＰＦＩ導入可能性調査業務 

 

（２）業務目的 

町営住宅の建替えについて、効率的、効果的に事業を推進するために、従来型の事業

手法だけでなく、民間活力の導入による事業コストの低減や良質な住宅及びサービスの

提供を検討することが求められています。 

本調査は、ＰＦＩ方式等を導入することで、民間事業者の持つノウハウを活用して、

効率的、効果的な町営住宅の建替えを行うことにより、事業コストの削減と住民の利便

性の向上を両立できる最適な事業手法を検討することを目的とするものです。 

 

（３）事業手法の提案対象事業（概要） 

昭和４０年代に建設された町営緑ヶ丘住宅（以下「本住宅」という。）の建替え事業を

実施します。 

建替え工事は２期に分けて実施し、全体で約１３０戸の町営住宅を整備するもので、

本住宅の建替え事業全体の完了は、平成２９年度を予定しています。 

本業務の対象となる事業は全体事業とし、１期建替えは、本住宅北側に隣接するグラ

ウンドに約９６戸、２期建替えは、既存住棟（８・９号棟）等の撤去跡地に約３４戸を

建設するものです。 

（事業区域面積等） 

ア 本住宅地全体 約１７，５００㎡（道路区域を含みます。） 

イ 事業対象区域 約７，６００㎡（道路区域を含みません。） 

（建替え事業に係る業務概要） ※別添資料１～３を参照のこと。 

ア １期事業として、事業対象区域内のグラウンドに、町営住宅約９６戸（９～１０階

建てを想定）、駐車場約６０台、駐輪場、その他屋外附帯施設を整備します。 

イ 既存住棟（８・９号棟）等の解体撤去 

ウ ２期事業として、既存住棟（８・９号棟）跡地に町営住宅約３４戸（５階建てを想

定）、駐車場約７０台、駐輪場、その他屋外附帯施設を整備します。 

エ 既存住棟（７号棟）等の解体撤去 

オ 本住宅全体（町営住宅約１３０戸を整備）の建替え計画の概略設計等 

カ 既存住宅の入居者の移転に係る業務を含むものとします。 

キ １期事業は平成２７年度、２期事業は平成２９年度の完了を予定しています。 
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（４）契約期間  委託契約締結の翌日から平成２４年２月２９日まで 

 

（５）業務内容 

ア 基本的条件の整理 

検討の前提となる諸条件（本住宅について、町の資料をもとに、周辺環境や敷地

の形状、建築諸条件、入居者の状況、管理運営の現状等）の整理を行い、調査に係

る基本的条件（本住宅の整備に必要な施設規模等の施設計画、その他事業の前提条

件等）の設定を行うこと。 

    併せて、建替えに伴い生じる余剰地について、将来的な土地利用等を考慮して、

活用条件等の整理を行うこと。 

イ 事業スキームの検討 

    上記アの基本的条件に基づき、導入が可能と考えられるＰＦＩ（ＢＴ方式、ＢＴ

Ｏ方式、ＢＯＴ方式等）事業スキームの想定、比較を行うこと。条件によっては、

複数の事業スキームの想定となる場合もあります。 

また、２３年３月の住生活基本計画の改定及び４月の高齢者の居住の安定確保に

関する法律の改正等を踏まえ、本町の高齢化の進展を勘案して、高齢者に対する町

営住宅の供給について併せて検討を行うこと。 

ウ 概略事業計画の作成 

    上記アの基本的条件に基づき、概略の事業計画（施設規模、施設内容等）の作成

を行うこと。 

エ 民間事業者ヒアリング 

    上記ウで想定した施設について、上記イの事業スキームでＰＦＩを実施する場合

においての、民間事業者の参画意向、概算コスト、コスト低減の可能性、事業スキ

ームについての課題等のヒアリングを行うこと。施設の内容、想定事業スキームの

特性に応じて、建設事業者、維持管理事業者、運営事業者、金融機関等の民間事業

者に対してヒアリングを実施すること。 

オ ＶＦＭ検討 

    調査対象の施設について、ＰＦＩを導入して事業を実施した場合の町の財政負担

額と提供されるサービス水準並びに、従来型事業で事業を実施した場合の町の財政

負担額と提供されるサービス水準を検討、試算し、両者を比較することによって、

ＰＦＩを導入した場合に発生すると想定されるＶＦＭ（バリュー・フォア・マネー：

財政負担額の軽減もしくは、サービス水準の向上）を算定、検討すること。 

カ ＰＦＩ導入の評価及び詳細事業スキームの検討 

    上記の検討から、調査対象の施設にＰＦＩを導入することについての評価を行い、

実際にＰＦＩを導入する場合の事業スキーム、課題整理、事業スケジュール等の策

定を行うこと。 

キ 報告書とりまとめ 

    上記業務について、報告書への取りまとめを行うこと。 
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ク その他 

ＰＦＩ方式等の導入について、庁内における検討のための説明資料の作成などの

支援を行うこと。 

 

（６）業務委託料  ￥４，３６３，８００．－（消費税及び地方消費税相当額を含む）

を上限とします。 

 

（７）成 果 品  報告書（Ａ４版） ５部 

報告書（概要版）１５部 

電子データ   一 式 

 

（８）業務所管課  岬町都市整備部建築課 

 

（９）その他必要な事項 

業務着手後、適当な時期に中間報告書（必要部数）と電子データ（一式）を提出す

ること。 

 

２ 応募資格 

次のいずれにも該当する者とします。 

（１）応募者はＰＦＩ導入可能性調査業務またはＰＦＩ事業を実施する事業者の選定な

ど契約締結に至るまでの業務に関する実績があること。 

（２）応募者は単独企業（以下「参加企業」という。）または複数の企業で構成されるグ

ループ（以下「参加グループ」という。）とする。（「企業」には個人事業者を含む。） 

（３）応募者は建築、不動産、金融、法律関係等の検討体制を有している者であること。 

なお、応募者は、外部の法人または個人（以下「協力者」という。）の協力を得る

ことができるものとする。 

（４）参加企業、参加グループの構成企業及び協力者は、次のいずれにも該当しない者

であること。 

ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の

規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法（明治２

９年法律第８９号）第１１条に規定する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

エ 民法第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を

得ていないもの 

カ 破産者で復権を得ないもの 
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キ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項または第２項の規定

による更正手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる更正事件（以下「旧更正事件」という。）に係る同法による改正

前の会社更生法（昭和２７年法律第１７２号。以下「旧法」という。）第３０条

第１項または第２項の規定による更正手続開始の申立てを含む。以下「更正手

続開始の申立て」という。）をしている者または更正手続開始の申立てをなされ

ている者。ただし、同法第４１条第１項の更正手続開始の決定（旧更正事件に

係る旧法に基づく更正手続開始の決定を含む。）を受けた者については、その者

に係る同法第１９９条第１項の更生計画の認可の決定（旧更正事件に係る旧法

に基づく更正計画の認可の決定を含む。）があった場合は、除く。 

ク 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項または第２項の規定

による再生手続き開始の申立てをしている者または申立てをなされている者。

ただし、同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係

る同法第１７４条第１項の再生計画認可の決定が確定した場合を除く。 

ケ 会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成１７年法律第８７号）

第６４条による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）第３８１条第１項（会

社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第１０７条の規定によりなお従

前の例によることとされる場合を含む。）の規定による会社の整理の開始を命ぜ

られている者 

コ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められ

る者（同項各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過した者を除

く。）またはその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として

使用する者 

サ 営業を行うにつき、宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３条第

１項の免許を受けている者にあっては、同法第６５条第２項または第４項の規

定による業務の停止命令を受けている者 

シ 営業を行うにつき、建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条第１項の

登録を受けている者にあっては、同法第２６条第２項の規定による事務所の閉

鎖命令を受けている者 

ス 営業を行うにつき、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の許

可を受けている者にあっては、同法第２８条第３項または第５項の規定による

営業停止命令を受けている者 

セ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号から第４号及び第６号の規定に該当する者 

ソ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）第５条の規定による観察処分を受けている者 
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なお、参加企業あるいは参加グループの構成員は、二つ以上の提案を行ってはなら

ない。 

 

３ 提出図書等に関する事項 

（１）応募書の提出 

応募者は、アドバイザー応募書（様式１）の提出により、参加の意思を表示するもの

とし、応募書の受付は、以下のとおり行います。郵送、ＦＡＸによる提出は受理しませ

ん。 

ア 提出期限：平成２３年８月１５日（月）１７時まで 

イ 提出場所：岬町都市整備部建築課（役場１階） 

〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日２０００番地の１ 

TEL：072-492-2736 

      E－mail：kenchiku＠town.misaki.osaka.jp 

 

（２）募集要項に関する質問書の提出等 

応募書の提出により、参加の意思を表示した応募者は、本業務において質問、意見が

ある場合は、募集要項に関する質問書（様式２）に基づき、平成２３年８月２２日（月）

午前１０時から１２時までに提出をお願いします。 

回答は、参加の意思を表示した応募者全員にするものとし、８月２９日（月）を予定

しています。 

なお、質問書の提出及び回答書の配付は、応募書の提出と同じ要領で行います。 

 

（３）提案書の作成様式、提出部数 

町指定の技術資料（様式３）以外はＡ４版の任意様式とし、最大で１０ページ程度を

基準とします。 

提出部数は１５部とします。 

また、見積書については、町が指定する見積書（様式４）を表紙とし、見積金額を積

算した算出根拠を項目別等に記載した見積内訳書を添付して、封印のうえ１部提出して

ください。 

 

（４）記載上の留意事項 

以下の項目内容は、必須とします。 

ア 実施及び取組み方針 

イ 実施フロー 

ウ 主要検討事項 

エ 工程表 

オ 調査業務の進め方 

カ その他特に提案すべき内容 
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（５）提案書の提出日時、提出場所 

提案書の受付は、以下のとおり行います。郵送、ＦＡＸ、メール等による提出は受理

しません。 

なお、提案書については、電子データ（MS wordまたはMS excel）を CD-Rにて添

付してください。 

ア 提出日時：平成２３年９月５日（月）１７時まで 

イ 提出場所：岬町都市整備部建築課（役場１階） 

 

（６）提案のプレゼンテーション（所要時間：２０分以内） 

提案書の提出後、平成２３年９月９日（金）にプレゼンテーションを行い、提案の説

明を行ないます。開催時間及び場所については、後日通知するものとします。 

なお、プレゼンテーションに欠席した場合は、委託に応じる意思が無いものとみなし

ます。 

 

（７）提案書を採用するための評価基準 

ア 業務遂行能力・保有技術力に対する評価 （配点：３０点） 

イ 提案内容に対する評価 （配点：３０点） 

ウ プレゼンテーション・ヒアリングの評価 （配点：１０点） 

エ 業務費用の評価 （配点：３０点） 

 

（８）特定者の決定方法等 

町営緑ヶ丘住宅建替えに関するＰＦＩ導入可能性調査にあたってのアドバイザー選定

委員会の審査を経て、特定者を決定します。 

 

（９）提案者の不採用理由に関する事項 

提出した提案書が採用されなかった者に対しては、採用されなかった旨とその不採用

理由を書面により、選定委員会（所管課）から通知します。 

 

４ 特定者に関する事項 

所管課と特定者は、発注業務の仕様内容について協議し、その内容を決定します。 

そして、所管課は、業務仕様内容が決定し、業務の発注が整った段階で、当該業務の

契約を契約担当課に依頼し、特定者と随意契約により契約を締結します。 

 

５ 本提案募集要項についての問合せ先 

岬町都市整備部建築課（役場１階） 

担当 木下、家永 

〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日２０００番地の１ 

TEL：072-492-2736  FAX：072-492-5422 
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E－mail：kenchiku＠town.misaki.osaka.jp 

 

６ その他留意事項 

（１）グループによる応募の取扱いについて 

①委託業務について、グループを構成する全ての者が共同で行う旨の協定書を結び、

これを提出して下さい。 

②グループの代表者を定め、その者が応募、契約諸手続き、岬町との連絡調整を行い、

委託業務の責を負うこととします。 

③協定書の提出は、提案書の提出日までとします。 

（２）提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とします。 

（３）提案書の記載内容に不正・不実がある場合は、選定対象から除外します。 

（４）提出期限後における提案書の差替え及び再提出は認めません。 

（５）提出された提案書は返却いたしません。なお、提出された提案書は、提出者に無断

で使用しません。 

（６）提案書に記載した予定技術者は、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合を除き、

変更できません。 

（７）選定経過の透明性を確保するため、必要な限度で参加者ごとの評価結果を事後に公

表することがあります。 

 

７ スケジュール（予定） 

９月中旬  選定結果発表 

９月下旬  契約締結 

 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


